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 令和３年度における期末・勤勉手当について，次のとおり，３件の誤支給が発生しました。 

 誤支給となった職員に対しては，経緯を説明するとともに，過払い分については返還を求

め，不払い分については１２月分給与と併せて追加支給することとしています。 

 今後はこのような事案が発生しないよう，事務処理手順の見直しや，複数の職員でのチェ

ックを徹底するなど，再発防止に努めてまいります。 

  

１ 事例１（令和３年６月期） 

(1) 概要 

   令和３年４月１日付けで採用した職員に対する令和３年６月期の期末・勤勉手当につ

いては，在職期間が令和３年４月１日から同年６月１日まで（２か月と１日）となるこ

とから，本来は，呉市職員の給与に関する条例第１４条の４及び呉市職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則第１３条の規定に基づき，期間率※をそれぞれ０．３として算

定しなければならないところ，期間率を従前から引き続き在職したものとして減算せず

に算定し，誤った額を支給したものです。 

※期間率‥期末・勤勉手当の算定において，在職期間の区分に応じて差が設けられている割合。在職期間

から一定の欠勤日数等を除いた日数に応じて算出される。 

(2) 要因 

当該職員の前職が，地方公共団体の公立施設の所長（令和３年３月３１日退職）であ

ったため，呉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第７条第１項第４号に規定す

る「他の地方公共団体の職員」と誤解して，前職の在職期間を通算して期末・勤勉手当

を算定したものです。 

   しかしながら，当該施設は指定管理者による運営であり，当該職員は指定管理者の法

人の職員で，地方公共団体の職員ではなかったことから，前職の在職期間は通算できな

いものでした。 

   前職の施設名のみの認識により事務を進めたことが誤支給の原因であり，前職の所属

団体に当該職員の身分を確認していれば，防ぐことができた事案です。 

(3) 誤支給額（過払い） 

   １，０５２，５６４円 

    令和３年６月支給額：１，５０３，６６３円 

    本来支給すべき額：   ４５１，０９９円 

(4) 再発防止策 

   前職から引き続いて採用された職員の期末・勤勉手当の算定に際し，前職の所属団体

に身分，勤務状況等を電話等で十分に聴取りし，条例及び規則との適合性を確実に確認

した上で，複数の職員の確認により，事務手続を進めます。 

期末・勤勉手当の誤支給について 



 

２ 事例２（令和３年１２月期） 

(1) 概要 

家族介護欠勤をした職員に対する期末手当の支給に当たり，本来は，呉市職員の給与

に関する条例第１４条の４及び呉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第１３

条の規定に基づく期間率を１．０として処理すべきところ，誤って期間率を０として処

理したため，期末手当が支給されなかったものです。 

(2) 要因 

当該職員の期末手当の算定における家族介護欠勤の取扱いについて，当初は誤って，

期間率が０となり，期末手当が支給されないものとして整理していたため，給与担当者

が期間率０としてシステムに登録しました。 

その後，同担当者が内部チェック段階において，正しい期間率が１．０であることに

気づいたため，書類上は正しい期間率に修正しましたが，システムの修正を失念してい

たものです。 

(3) 誤支給額（不払い） 

   ５５４，８３２円 

(4) 再発防止策 

   期末・勤勉手当の算定に際し，システムへの入力情報に誤りがないかを確実に確認し

た上で，複数の職員の確認により，事務手続を進めます。 

 

３ 事例３（令和３年１２月期） 

(1) 概要 

会計年度任用職員１名に係る期末手当の支給に当たり，誤った支給データに基づき支

給が行われた結果，期末・勤勉手当を誤って支給したものです。 

(2) 要因 

当該職員については，期末手当の支給データを作成する際に，給与担当者が誤った支

給データを修正する必要がありましたが，これを失念していたものです。 

(3) 誤支給額（過払い） 

   ３９，８２７円 

令和３年１２月支給額：１８０，２０４円 

本来支給すべき額：      １４０，３７７円 

(4) 再発防止策 

今後，同担当者によるデータ修正が不要となるよう，システム設定の見直しを行いま

した。 

 


